
五ヶ瀬川水系等浸水被害及び土砂災害軽減対策協議会　避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について 令和２年５月末現在

可能な限り多くの避

難所の開設

親戚や友人の家等へ

の避難の検討

自宅療養者等の避難

の検討

避難者の健康状態の

確認

手洗い、咳エチケッ

ト等の基本的な対策

の徹底

避難所の衛生環境の

確保

十分な換気の実施、ス

ペースの確保

発熱、咳等の症状が

出た者のための専用

のスペースの確保

避難者が新型コロナ

ウイルス感染症を発

症した場合

避難所としてのホテ

ル・旅館等の活用に

向けた準備

延岡市

・市全域に災害の危

険を及ぼす場合は、

全て指定緊急避難場

所を開設する。

・市の一部に災害の

危険を及ぼす場合で

も、状況に応じて、

避難者が三密になら

ないよう多くの避難

場所を開設する。

・広報紙やホーム

ページ、ラジオ、災

害情報メール等など

あらゆる手段を用い

て周知済み。

・災害時について

も、避難情報を発令

する際にも周知を行

う。

・発熱や咳等の症状

のある方、感染流行

地域への往来した方

専用の避難所を4箇所

設置

・市が開設する指定

緊急避難場所にも23

箇所専用スペースを

確保済み

・受付時に、検温な

ど健康状態の確認を

行う。

・避難している最中

に体調が悪くなった

方への対応を保健師

と連携して対応す

る。

・避難する際に、マ

スク・消毒液・体温

計・スリッパなど持

参するようあらゆる

手段をを用いて周知

済み

・マスク、消毒液、

体温計、段ボールの

間仕切り・ベッドな

ど確保している。

・各指定避難場所にお

いて、十分な間隔で避

難生活を送れるようレ

イアウト図を作成済

み。

・専用避難場所4箇所

確保

・市が開設する指定

緊急避難場所に専用

スペース23箇所確保

・保健所・消防署と

連携し、医療機関へ

救急搬送を行う予

定。

・妊婦、高齢者、基

礎疾患をもっている

方など、感染すると

重症化するリスクの

高い方を避難させる

ために、ホテル・旅

館業と現在協議中

高千穂町

・災害の規模に応じ

て、避難者が過密に

ならないよう避難所

を順次開設してい

く。

・「町指定避難所で

の対応について」及

び「消防庁発出の避

難所行動（分散避

難）フロー」のチラ

シを作成し全戸配布

し分散避難について

住民に周知してい

る。

・県の方針として、

コロナ感染者は完治
するまで県指定の病

院及び県借り上げの

ホテルで療養するこ

ととなっているが、

濃厚接触者が避難

する場合には専用の

避難所を開設するこ

ととしている。

・本部と避難所対応

職員は、活動時に保

健師と常に連絡が取

れる体制をとってお

り、健康状態に不安

がある方に対応でき

る体制をとってい

る。

・事前に全戸配布す

るチラシや避難所対

応職員による呼びか

け等により、基本的

な対策の徹底を周知

する。

・避難所での手指消

毒や換気、定期的な

避難所の消毒作業を

行い衛生環境を確保

する。

・避難所対応職員によ

り、個人（世帯）ごと

に２メートル程度は距

離を保つよう指示す

る。換気については

１、２時間を目安に適

宜換気を行う。

・避難所内の別部屋

を使用したり、間仕

切りを使用し専用ス

ペースを確保する。

検討中 ・想定される災害の

避難者数から、町内

の指定避難所の数で

避難者が過密になる

ことが考えられない

ため、ホテル等の活

用は検討していな

い。

日之影町

・町内24ヶ所の指定

避難所に収まらない

場合、指定されてい

ない地区公民館など

を避難所として増設

する対応

・広報6月号の配布物

による周知対応

・県ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに沿っ

て行う

・事前に自宅での検

温、入所前のスク

リーニング、定期的

な検温の実施

・避難所担当職員、

管轄消防団による避

難所での指導

・消毒液を準備、ト

イレのドアノブや動

線において触れる物

を定期的に消毒

・１～2時間を目途に

適宜換気をおこなう。

・個室がある避難所

では個室にて対応。

隔離できない避難所

ではパーテーション

での対応。

・医療機関、県の指

示に従う

・検討していない

五ヶ瀬町

・指定避難所である

町開設避難所5箇所全

て開設する。

・6/11に避難所開設

時のコロナ対策につ

いてチラシを作成し

館長に対して説明会

を実施し、町民に周

知している。

・県ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに沿っ

て行う

・避難所入所前の検

温・健康チェックの

実施

・職員用に避難所マ

ニュアルを作成し徹

底を図る。

・消毒液を準備し、

人の動線全てに対し

て定期的に消毒を行

う。

・避難所対応職員によ

りソーシャルディスタ

ンスを確保するよう指

示する。また、気象状

況によるが定期的に換

気を行う。

・濃厚接触者又は経

過観察者用に指定避

難所の1施設を専用避

難所とし、医療機関

や保健所の指示を仰

ぎながら対応する。

・医療機関・県の指

示に従う

・検討していない

宮崎県

・５月上旬に業界組

合と協議

・ホテル等での受け

入れにおける指針を

整理中

・5/14に市町村担当者との意見交換会を実施

・5/29に市町村へ「新型コロナウイルス感染症対策に係る避難所運営ガイドライン」を発出

資料５


